空家所有者等確認業務委託（単価契約）
仕様書

１　業務委託の目的
　　　適切に管理されていない空家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、平成27年5月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」という。）が全面施行され、住民に最も身近な行政主体である市町村が、空家に関する対策の実施主体として位置付けられることとなった。
　　　これを受け、本市（以下「発注者」という。）では、適切に管理されていない空家の所有者を調査し、当該所有者に対して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう指導等を行っているところであるが、空家のなかには、登記情報における所有権登記名義人等が既に死亡し、相続に伴う登記手続がなされていないまま放置されている空家も存在する。
このため、発注者が登記や戸籍情報等により調査した空家の所有者等について、その確認を委託するものである。

２　確認の対象区分
　　　①　空家の登記情報における所有権登記名義人等
　　　②　①が死亡したことにより、調査時点において空家の所有権を取得している可能性がある者
　　　③　②を特定するために①以外に確認する必要がある者

３　年間予定人数
　　　４９人（２の確認の対象区分①～③の合計の年間予定人数）

４　委託期間
契約締結日から令和9年3月31日

５　実施手順
1 発注
発注者は、業務を発注するときは、受注者に以下の書類を提出する。
1. 発注書
2. 登記資料や戸籍資料など、受注者が所有者等を確認するために必要な資料（以下「調査資料」という。）
2 確認
　　　　受注者は、発注を受けたときは、以下のとおり確認を行う。
1. 受注者は、調査資料に不足がないときは、発注を受けた日から原則として１４日以内に所有者等を確認する。
2. 受注者は、調査資料に不足があるときは、その旨を発注者に連絡する。
3. 発注者は、受注者から上記の連絡を受けたときは、不足している資料を収集して受注者に提出する。
3 確認完了時
　　　受注者は、確認を完了したときは、確認を完了した日から１週間以内に発注者に以下の書類を提出する。
1. 完了届
2. 調査時点において空家の所有権を取得している可能性がある者の一覧表
3. 相続関係説明図
4. 調査資料

６　書類の受け渡し
1 本業務委託に係る書類の受け渡しを行う場所は、高槻市役所（都市創造部住宅政策課）又は受注者の事務所とする。
2 [bookmark: _GoBack]発注者又は受注者は、書類の受け渡しを郵送で行おうとするときは、当該郵送に係る費用は、送り主の負担とする。

７　その他
1 発注者は、業務中に受注者を起因とした事故等が発生したときは、その責任を一切負わないものとする。
2 受注者は、確認内容が膨大であるとき、又は受注者の責めに帰することができない事由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
3 受注者は、業務完了後に確認内容に不備があったときは、発注者の指示により、受注者の負担において再度確認を行い、その不備の訂正に取り組むものとする。
